
◎
銀
行
等
の
株
式
等
の
保
有
の
制
限
等
に
関

す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
一
年
三
月
四
日
法
律
第
三
号
）（
衆
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
一
年
一
月
九
日
・
衆
議
院
財
務
金
融
委
員

会

）

○
柳
澤
議
員

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
銀
行
等
の
株
式
等
の
保
有

の
制
限
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、

提
案
者
を
代
表
し
て
、
提
案
の
理
由
及
び
そ
の
内
容
を
御
説
明
申
し
上
げ

ま
す
。

現
在
、
世
界
的
な
金
融
資
本
市
場
の
混
乱
の
も
と
で
、
我
が
国
の
株
式

市
場
は
、
本
来
の
企
業
価
値
か
ら
は
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
不
振
な
状
況

に
陥
っ
て
お
り
ま
す
。こ
の
よ
う
な
株
式
価
格
の
著
し
い
変
動
が
、銀
行
、

企
業
の
財
務
内
容
や
金
融
シ
ス
テ
ム
に
影
響
を
与
え
、
銀
行
の
健
全
性
を

損
ね
、
ま
た
、
過
度
の
信
用
収
縮
を
招
く
こ
と
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。
こ
う

し
た
こ
と
を
通
じ
て
、
経
済
や
国
民
生
活
に
重
大
な
支
障
が
生
ず
る
こ
と

の
な
い
よ
う
、
対
応
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
銀
行
等
保
有
株
式
取
得
機
構
の
活
用
及
び
機

能
強
化
を
図
る
た
め
、
本
法
律
案
を
提
出
す
る
こ
と
と
し
た
次
第
で
あ
り

ま
す
。

以
下
、
こ
の
法
律
案
の
内
容
に
つ
き
ま
し
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
ず
、
現
行
法
上
、
平
成
十
八
年
九
月
末
ま
で
と
さ
れ
て
い
た
銀
行
等

保
有
株
式
取
得
機
構
に
よ
る
株
式
買
い
取
り
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
四
年

三
月
末
ま
で
延
長
す
る
こ
と
に
よ
り
、
機
構
の
株
式
買
い
取
り
を
再
開
す

る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
あ
わ
せ
て
、
機
構
に
よ
る
株
式
買
い
取
り
機
能
を
強
化
す
る
観

点
か
ら
、
事
業
法
人
か
ら
の
株
式
の
買
い
取
り
に
つ
い
て
、
新
た
に
事
業

法
人
か
ら
先
行
し
て
銀
行
株
を
機
構
に
売
却
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
な

ど
、
制
度
の
柔
軟
化
を
図
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

以
上
が
、
銀
行
等
の
株
式
等
の
保
有
の
制
限
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
そ
の
内
容
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
、
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
賛
同
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

二
、
衆
議
院
財
務
金
融
委
員
長
報
告（
平
成
二
一
年
一
月
一
三
日
）

○
田
中
和
�
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
財
務
金
融
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し

上
げ
ま
す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

銀
行
等
の
株
式
等
の
保
有
の
制
限
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

五



次
に
、
銀
行
等
の
株
式
等
の
保
有
の
制
限
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案
は
、
銀
行
等
を
め
ぐ
る
経
済
情
勢
の
変
化
を
踏
ま
え
、

銀
行
等
の
業
務
の
健
全
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
、
現
行
法
上
、
平
成
十

八
年
九
月
末
ま
で
と
さ
れ
て
い
た
銀
行
等
保
有
株
式
取
得
機
構
に
よ
る
株

式
買
い
取
り
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
四
年
三
月
末
ま
で
延
長
す
る
と
と
も

に
、
銀
行
等
と
相
互
に
株
式
を
保
有
し
て
い
る
事
業
法
人
か
ら
の
株
式
の

買
い
取
り
に
つ
い
て
、
新
た
に
事
業
法
人
か
ら
先
行
し
て
当
該
銀
行
株
式

を
同
機
構
に
売
却
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
で

あ
り
ま
す
。

両
案
は
、
去
る
一
月
六
日
当
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
九
日
中
川
財
務
大

臣
並
び
に
提
出
者
柳
澤
伯
夫
君
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取

し
た
後
、
質
疑
に
入
り
ま
し
た
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

か
く
て
、
本
日
麻
生
内
閣
総
理
大
臣
に
対
す
る
質
疑
を
行
い
、
質
疑
を

終
局
い
た
し
ま
し
た
。
次
い
で
、
修
正
案
及
び
銀
行
等
株
式
保
有
制
限
法

改
正
案
に
つ
い
て
内
閣
の
意
見
を
聴
取
し
た
後
、
両
案
及
び
修
正
案
を
一

括
し
て
討
論
を
行
い
、
順
次
採
決
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
修
正
案
は
否

決
さ
れ
、
両
案
は
い
ず
れ
も
賛
成
多
数
を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
す

べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

三
、
参
議
院
財
政
金
融
委
員
長
報
告（
平
成
二
一
年
三
月
四
日
）

○
円
よ
り
子
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
三
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま

す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

次
に
、
銀
行
等
の
株
式
等
の
保
有
の
制
限
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案
は
、
銀
行
等
を
め
ぐ
る
経
済
情
勢
の
変
化
を
踏
ま
え
、

銀
行
等
の
業
務
の
健
全
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
、
銀
行
等
保
有
株
式
取

得
機
構
に
よ
る
株
式
の
買
取
り
等
の
業
務
の
期
限
の
延
長
を
行
う
と
と
も

に
、
銀
行
等
以
外
の
会
社
か
ら
の
株
式
の
買
取
り
に
関
す
る
制
度
の
新
設

等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
三
法
律
案
を
一
括
し
て
議
題
と
し
、
内
閣

総
理
大
臣
、
関
係
大
臣
及
び
発
議
者
に
対
し
、
定
額
給
付
金
の
意
義
と
妥

当
性
、
定
額
給
付
金
の
経
済
効
果
、
自
治
体
が
行
っ
た
定
額
給
付
金
事
業

の
準
備
行
為
を
補
助
金
の
対
象
と
す
る
こ
と
の
是
非
、
銀
行
等
保
有
株
式

取
得
機
構
に
よ
る
株
式
買
取
り
を
再
開
す
る
理
由
、
持
ち
合
い
株
以
外
の

資
産
買
取
り
を
検
討
す
る
必
要
性
等
に
つ
い
て
質
疑
を
行
い
ま
し
た
が
、

そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
譲
り
ま
す
。

質
疑
を
終
了
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
民
主
党
・
新
緑
風
会

銀
行
等
の
株
式
等
の
保
有
の
制
限
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

六



・
国
民
新
・
日
本
を
代
表
し
て
大
久
保
勉
理
事
よ
り
、
政
府
提
出
の
平
成

二
十
年
度
財
政
運
営
特
例
法
案
に
反
対
、
銀
行
等
株
式
保
有
制
限
法
改
正

案
及
び
二
会
派
共
同
提
出
の
平
成
二
十
年
度
財
政
運
営
特
例
及
び
対
策
実

施
制
限
法
案
に
賛
成
、
自
由
民
主
党
及
び
公
明
党
を
代
表
し
て
荒
木
清
寛

委
員
よ
り
、
政
府
提
出
の
平
成
二
十
年
度
財
政
運
営
特
例
法
案
及
び
銀
行

等
株
式
保
有
制
限
法
改
正
案
に
賛
成
、
二
会
派
共
同
提
出
の
平
成
二
十
年

度
財
政
運
営
特
例
及
び
対
策
実
施
制
限
法
案
に
反
対
、
日
本
共
産
党
を
代

表
し
て
大
門
実
紀
史
委
員
よ
り
、
政
府
提
出
の
平
成
二
十
年
度
財
政
運
営

特
例
法
案
及
び
銀
行
等
株
式
保
有
制
限
法
改
正
案
に
反
対
、
二
会
派
共
同

提
出
の
平
成
二
十
年
度
財
政
運
営
特
例
及
び
対
策
実
施
制
限
法
案
に
賛
成

す
る
旨
の
意
見
が
そ
れ
ぞ
れ
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

討
論
を
終
了
し
、
順
次
採
決
の
結
果
、
政
府
提
出
の
平
成
二
十
年
度
財

政
運
営
特
例
法
案
は
賛
成
少
数
に
よ
り
否
決
す
べ
き
も
の
と
し
、
銀
行
等

株
式
保
有
制
限
法
改
正
案
及
び
二
会
派
共
同
提
出
の
平
成
二
十
年
度
財
政

運
営
特
例
及
び
対
策
実
施
制
限
法
案
は
い
ず
れ
も
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど

お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
銀
行
等
株
式
保
有
制
限
法
改
正
案
に
対
し
附
帯
決
議
が
付
さ
れ

て
お
り
ま
す
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
一
年
三
月
三
日
）

政
府
及
び
関
係
者
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ

る
。

一

世
界
的
な
金
融
資
本
市
場
の
混
乱
が
続
く
中
、
我
が
国
の
金
融
シ
ス

テ
ム
の
安
定
性
を
確
保
す
る
こ
と
は
、
政
治
が
果
た
す
べ
き
重
大
な
使

命
で
あ
る
と
の
認
識
の
下
、
今
般
、
銀
行
等
保
有
株
式
取
得
機
構
に
よ

る
株
式
買
取
り
の
再
開
と
い
う
臨
時
的
措
置
を
決
定
し
た
こ
と
を
重
く

受
け
止
め
、
的
確
な
効
果
を
発
現
で
き
る
よ
う
最
大
限
の
努
力
を
す
る

こ
と
。

一

今
般
の
銀
行
等
保
有
株
式
取
得
機
構
の
株
式
買
取
り
の
再
開
に
当

た
っ
て
は
、
買
取
要
件
の
厳
格
な
設
定
等
を
通
じ
、
機
構
に
よ
る
買
取

り
が
、
例
え
ば
短
期
売
買
に
よ
る
値
ざ
や
稼
ぎ
等
に
使
わ
れ
る
こ
と
の

な
い
よ
う
、
慎
重
な
運
用
を
期
す
と
と
も
に
、
買
取
り
及
び
売
却
等
の

状
況
に
つ
い
て
、
適
切
な
情
報
開
示
を
行
う
こ
と
。

一

景
気
及
び
金
融
証
券
市
場
等
の
状
況
に
よ
っ
て
は
、
企
業
の
資
金
繰

り
悪
化
な
ど
に
対
処
す
る
た
め
の
金
融
シ
ス
テ
ム
安
定
に
向
け
た
追
加

的
措
置
が
今
後
更
に
必
要
と
な
る
事
態
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
金

融
シ
ス
テ
ム
の
脆
弱
化
や
動
揺
を
軽
減
す
る
た
め
の
資
産
の
買
取
り
等

を
含
め
た
多
様
な
措
置
に
つ
い
て
、
予
断
を
抱
く
こ
と
な
く
検
討
を
行

い
、
必
要
な
場
合
に
は
、
迅
速
か
つ
的
確
に
対
応
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

銀
行
等
の
株
式
等
の
保
有
の
制
限
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

七


